
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」が平成19年に発表した「第４次評価報告書」では、現在進
行している地球温暖化は、18世紀半ばの産業革命以降の化石燃料の使用による二酸化炭素の排出、農業に
よるメタンや一酸化二窒素の排出など、私たち人類の活動が原因である可能性が非常に高いとしています。
また、この地球温暖化の影響について、今世紀末までに地球の平均気温が最大で6.4℃上昇する可能性があ
り、これに伴い水資源や生態系、食料生産などへの悪影響、人間の健康被害など、広範な分野に影響が及ぶ
と予測しています。

地球温暖化問題は1980年代から国際的に注目されはじめ、平成４年には「気候変動枠組条約」が採択さ
れ、毎年締約国会議が開催されています。平成９年に京都で開催された「第3回締約国会議（COP3）」で
は、先進国全体の温室効果ガス排出量を、平成20年から平成24年までの第１約束期間に、基準年対比で少
なくとも５％削減することを目的とした「京都議定書」が採択されました。この中でわが国については６％
の削減が定められています。

また、平成24年にカタールのドーハで開催された「第18回締約国会議（ＣＯＰ18）」では、2020（平成
32）年以降の新しい法的枠組みに向けた作業計画の決定、第二約束期間設定のための京都議定書の改正な
どが採択されました。我が国は、京都議定書第二約束期間には参加しないこととし、削減義務を負わないこ
ととなりますが、2013（平成25）年以降も国内における削減に加えて、森林等の吸収源対策や国際的な取
組みを引き続き積極的に進めていくこととしています。

2010（平成22）年度の県内の二酸化炭素排出量（速報値）は7,187万t-CO2で、基準年（1990（平成
２）年）と比較すると10.5％の増加となっています。また、部門別の構成比では、産業部門が44.1％と最
も高くなっていますが、基準年（1990（平成２）年）からの伸び率では、家庭部門、エネルギー転換部
門、業務部門が、それぞれ37.0％、28.8％、25.4％と高い伸びを示しており、これらの部門における対策
の強化が重要です。

さらに、2011（平成23）年度以降は、原子力発電の補完としての火力発電の増加によって、排出量の増
加が見込まれています。

地球温暖化1

1　地球環境の現況と課題

地球環境地球環境地球環境地球環境

▼ 図２-７-１　二酸化炭素排出量（2010（平成22）年度速
報値）の対1990（平成２）年比部門別伸び率

▼図２-７-２　二酸化炭素排出量（2010（平成22）年度 
速報値）の部門別構成比

＊基準年：二酸化炭素、メタン､一酸化二窒素については1990年。代替フロン等３ガス（ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオ
ロカーボン類、六ふっ化硫黄）については1995年とすることも認められたため、我が国は1995年を選択しています。
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コラム 地球温暖化のしくみ

全国地球温暖化防止活動推進センター
ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より

地球の温度は、太陽から送られてくる熱（日射）と、そ
の熱によって暖められた地表から宇宙へ放出される熱との
バランスにより定まっています。

地球を取り巻く大気中に含まれる二酸化炭素などの温室
効果ガスは、地表から宇宙に向かって放出される熱を吸収
し、再び地表に放射する性質があり、この働きによって地
表の平均気温は約 14℃に保たれています。

しかし、経済活動の活発化などに伴い、人類が石炭や
石油などの化石燃料を大量に燃やすようになったため、二
酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が急激に増加しまし
た。現在では、温室効果ガスの人為的な排出量は自然の吸
収量の約２倍に達し、大気中の温室効果ガスの濃度も産業
革命以前の 280ppm 程度から、380ppm 程度に上昇して
います。その結果、宇宙への熱の放出を抑える温室効果が
強まり、地球の気温が全体的に上昇しています。これが地
球温暖化と呼ばれる現象です。

オゾン層の破壊2

オゾン層は、太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収して、地球上の生物を守っています。しかし
ながら、このオゾン層がフロン等の化学物質によって破壊され、著しく減少しています。特に南極域上空で
はオゾンの減少が激しく、オゾン層に穴があいたように見えるため「オゾンホール」と呼ばれています。オ
ゾンホールは、昭和55年頃から現れるようになり、平成4年以降は大規模なものが出現しています。

オゾン層保護のため、昭和60年に「オゾン層の保護のためのウィーン条約」、昭和62年に「オゾン層を
破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択され、議定書締約国ではフロン類等の生産や輸入を制
限し、順次削減を行っています。日本でも、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、「特定物質の規
制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」が制定され、ハロン、ＣＦＣ、1,1,1-トリク
ロロエタン、四塩化炭素の生産が全廃されました。また、ＨＣＦＣについては平成32年に生産を全廃する
ことが決定しています。

フロン類の回収については、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関
する法律（フロン回収・破壊法）」が公布され、平成14年４月に施行されました。この法律により、業務
用冷凍空調機器などからのフロン類の回収が行われています。また、家庭用冷蔵庫・家庭用エアコンについ
ては「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」により、使用済自動車のカーエアコンについては
「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」によりフロン類の回収が行われていま
す。
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酸性雨3

地球温暖化対策の推進
【地球温暖化対策課、環境計画課、森林再生課、太陽光発電推進課、税制企画課】

1

酸性雨は、工場・事業場から排出されるばい煙や自動車の排出ガスに含まれている硫黄酸化物、窒素酸化
物等が大気中で硫酸、硝酸等に化学変化し、雨・雪・霧などに溶け込んだ形で降下したり、ガス・エアロゾ
ルとして直接地上に沈着する現象のことです。

欧米を中心に酸性雨が原因と思われる森林の立ち枯れや湖沼、土壌の酸性度の上昇等生態系への影響をは
じめ、建造物の劣化や人体への影響が懸念されています。県内においては、昭和49年夏に酸性雨によると
みられる目の刺激等の人体被害が出ています。

東アジア地域での経済発展に伴う酸性雨原因物質の増加に対処するため、平成10年に「東アジア酸性雨
モニタリングネットワークに関する第１回政府間会合」が開催され、約２年の試行を経てネットワークの本
格稼動が開始されました。現在、13か国が参加し、酸性雨のモニタリングなどに取り組んでいます。

2　地球環境保全に関する県の取組

県は、一層の温暖化対策の強化を図るため、平成21年７月に「神奈川県地球温暖化対策推進条例」を制
定しました。また、同条例に基づき新たに「神奈川県地球温暖化対策計画」を策定（平成22年３月）し、
温室効果ガスの中期目標（2020年）を掲げるとともに、目標達成に向けた県の施策体系を定めました。

さらに、県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の抑制に関する基本方針、目標を定めた「事務事業
温室効果ガス排出抑制計画」を策定しました。

この条例と２つの計画に基づき、計画的な地球温暖化対策に取り組んでいます。

平成21年７月に県は、「化石燃料に依存したエネルギー多消費型の社会から地球環境への負荷が少ない
低炭素社会への転換を促し、良好な環境を将来の世代に引き継いでいくこと」を目的とした「神奈川県地球
温暖化対策推進条例」を制定しました。

条例の基本的な考え方は、①事業者や県民など各主体に対し、それぞれの立場・責任に応じた主体的な取
組みを促すこと、②各主体相互の連携・協働を促すこと、③本県の環境問題に関する経験や技術の集積など
先進性や優位性を活用すること、の３点です。

条例では、大規模な「事業活動」、「建築物」及び「開発事業」に対して、温室効果ガスの削減目標や対
策等を記載した「計画書」の提出を義務づける「温暖化対策計画書制度」を創設するとともに、新エネルギ
ー等の環境配慮技術の研究開発や活用の促進、公共交通機関の利用促進、温室効果ガスの排出のより少ない
自動車の普及、日常生活における温暖化対策、温暖化対策教育の推進などについて、県や県民・事業者等の
役割や責務を明らかにしています。

神奈川県地球温暖化対策推進条例

神奈川県地球温暖化対策推進条例
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417507/

URL
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神奈川県地球温暖化対策計画

条例・計画に基づく取組

神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき、県の地球温暖化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図る基本的な計画として、平成22年３月に策定しました。また、「地球温暖化対策の推進に関する法
律」に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」としても位置づけています。

計画期間は、2010年度から2020年度までの11年間とし、計画の目標としては、国の中期目標の達成に地
域から貢献するという視点から、全ての主体の自主的な取組みを促し、温室効果ガスの削減に向けて目指す
べき目標として、「2020年の温室効果ガスの総排出量を1990年比で25％削減することを目指す。」とする
中期目標を設定しています。

また、目標を達成するための具体的な施策については、部門ごとの課題に応じた適切な施策を講じる観点
から、現時点で県として取り組むべきと考える施策を、産業・家庭・運輸などの「排出部門別の施策」と、
新エネルギー・まちづくりなどの「部門横断的な施策等」に分けて体系化するとともに、今後新たに取り組
むものや、施策の充実・強化を図る必要があるものなどを、８つの「重点的な取組み」として位置づけてい
ます。　　

なお、地球温暖化に関する国内外の動向を踏まえ、中期目標の達成に向けた国の対策の具体的な内容やそ
の効果などが示された後に、県の施策の追加や見直しを検討することとしています。

■ 事業活動における地球温暖化対策の推進 
○事業活動温暖化対策計画書制度の実施

県では、工場や事業場を設置している一定規模以上の大規模事業者に、事業活動に伴う温室効果ガスの自
主的な削減目標や削減対策等を記載した計画書の提出を義務づけ、それを県が公表する事業活動温暖化対策
計画書制度を、平成22年４月１日から施行しています。

・対象   原油換算エネルギー使用量が1,500kℓ/年以上又は100台以上の自動車を使用する事業者
　 ※県内の事業所・店舗等に係る合計数量で判断します。（フランチャイズチェーンは一事業者とみなします。）

神奈川県地球温暖化対策計画
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417509/

URL

事業活動温暖化対策計画書制度
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6674/

URL
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○中小規模事業者の省エネルギー対策への支援
中小規模事業者は、一般的に、情報、人材、資金の不足などから、地球温暖化対策が遅れている傾向にあ

ると考えられます。そこで、県では、中小規模事業者を対象とした、省エネルギー対策に関する相談や診断
事業を実施しています。

○かながわ地球温暖化対策大賞
県では、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき、温室効果ガスの排出削減に寄与する優れた取組みを

表彰する「かながわ地球温暖化対策大賞」を平成22年度に創設しました。
平成23年度は、合計13者から応募があり、「かながわ地球温暖化対策大賞審査会」の審査を経て、次の

とおり温室効果ガス削減実績部門５者、温室効果ガス削減技術開発部門３者の計８者を表彰しました。

受　賞　者 功 績 の 名 称

温
室
効
果
ガ
ス
削
減

実
績
部
門

株式会社セブン - イレブン・
ジャパン

照明・看板のＬＥＤ化、太陽光パネル、スマートセンサー等の導入

東京ガス株式会社 空調と給湯を組み合わせたソーラークーリングシステムの導入

東京建物株式会社 Brillia　e-SQUARE の建設

富士通エフ・アイ・ピー
株式会社

富士通エフ・アイ・ピー横浜データセンターの建設

株式会社プリンスホテル
プリンスグランドリゾート箱根

集中熱源の個別化及び熱源機器の小型化・高効率化等の実施

温
室
効
果
ガ
ス
削
減

技
術
開
発
部
門

株式会社資生堂 乳液の低エネルギー製造プロセスの開発

日産自動車株式会社
太陽光発電と日産リーフ用バッテリーを組み合わせた電気自動車用充電システ
ムの開発

富士通株式会社 省電力ＰＣサーバの開発

中小規模事業者省エネルギー対策支援
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7226/

URL

かながわ地球温暖化対策大賞
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160278/

URL
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○建築物温暖化対策計画書制度の実施
県では、一定規模以上の建築物の新築等を行う建築主に、環境性能評価の実施や評価結果、新エネルギ

ー等の活用の検討結果などを記載した計画書の提出、販売や賃貸をする際の広告への環境性能表示を義務づ
け、それを県が公表する建築物温暖化対策計画書制度を、平成22年４月１日から施行しています。平成24
年10月１日からは、震災後のエネルギー需給対策の情勢等を踏まえ、新エネルギーの新築等建物への導入
をより一層促進するため、対象を拡大しました。

・対象　新築、改築又は増築に係る延べ床面積が2,000㎡以上の建築物（平成24年10月１日から。平成
24年９月30日までは、5,000㎡を超える建築物）

○特定開発事業温暖化対策計画書制度の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
県では、一定規模以上の開発事業を行う事業者に、エネルギーの共同利用や自動車利用の抑制等の措置に

関する計画書の提出を義務づけ、それを県が公表する特定開発事業温暖化対策計画書制度を、平成22年４
月１日から施行しています。

・対象　10,000㎡以上の区域において、床面積の合計が5,000㎡を超える建築物の新築を目的とする開発
事業

○住宅用太陽光発電設置への補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本県の家庭部門における二酸化炭素排出量は増加傾向にあり、1990年との比較でも37％程度増加してい

ます（平成22年度速報値）。そこで、家庭部門の温暖化対策の一層の推進を図るため、県では、平成21年
度に、県内のすべての市町村と連携した住宅用太陽光発電設備の設置に対する補助制度を創設しました。す
べての市町村で補助制度が整うのは全国初で、平成21年度からは、大幅に導入量が伸びており、平成23年
度の導入量は過去最高の13,660件（49,240kW）となっています。

○かながわソーラーバンクシステムの取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
県では、太陽光発電の普及拡大を図るため、太陽光発電設備を県民の皆様にリーズナブルな価格で安心し

て設置していただく「かながわソーラーバンクシステム」に取り組んでいます。県が開設した「かながわソ
ーラーセンター」では、太陽光発電設備の設置に関する一般的、個別的相談を受け付けるほか、発電した電
気の買取期間（10年間）内で、売電収入と電気料金の節約により設置費用の回収が可能と見込まれる設置
プランなどを紹介しています。

○計画書制度による新エネルギー等の導入促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一定規模以上の建築物の新築又は増改築をする場合や、一定規模以上の開発事業を行う場合には、建築物

温暖化対策計画書制度及び特定開発事業温暖化対策計画書制度において、太陽光発電設備の導入など新エネ
ルギー等の活用の検討を義務づけています。

■ 建築物における地球温暖化対策の推進

■ 低炭素型のまちづくり

■ 新エネルギー等の普及拡大

建築物温暖化対策計画書制度
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6675/

URL

特定開発事業温暖化対策計画書制度
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6676/

URL

今日から我が家も発電所　－太陽光発電を設置しよう！－
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6705/

URL

かながわソーラーバンクシステム
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360844/

URL
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県は、水源保全地域内の荒廃した私有林の公的管理・支援や、県有林等の適正管理等に取り組むととも
に、県産木材の有効活用の促進を図るため、生産・加工・消費にわたり、総合的な取組を行っています。

九都県市首脳会議の環境問題対策委員会では、東日本大震災の影響による首都圏の深刻な電力不足に伴
い、節電及び地球温暖化防止に向けた具体的かつ継続的な行動の実践を促進するため、普及啓発活動を実施
しました。また、地球温暖化対策の強化に向け、再生可能エネルギーの導入促進を図ることを目的としたセ
ミナーの開催など普及啓発等を実施しました。
＊九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市。

○太陽光発電設備を設置した家屋の不動産取得税の減免
太陽光発電設備（建材型ソーラーパネルに限る。）を設置した家屋を建築により取得した場合において

不動産取得税の減免措置を講じています（平成21年４月１日から平成25年３月31日までの間の取得に限
る。）。平成23年度の減免措置適用件数は、111件（軽減額合計約353万円）となっています。

○商品・サービスのＣＯ２の「見える化」の推進
県では、各家庭において電気やガスなどの使用によって排出されるCO2を把握し、分かりやすく「見える

化」するため、インターネット上に環境家計簿「エコボ」を設け活用を促進しています。また、日常生活の
中でよりCO2排出量の少ない商品やサービスを選択できるよう、「カーボンフットプリント」などの「環境
ラベル」の普及に取り組んでいます。

○マイアジェンダ制度の普及拡大
かながわ地球環境保全推進会議が推進する「新アジェンダ21かながわ」では、県民、企業、ＮＰＯ、行

政など様々な主体が、環境配慮に向け自主的に取り組む内容を「マイアジェンダ」として登録・公表するこ
とにより、環境に配慮した行動を起こし、社会全体に環境の「環

わ

」を広げていく「マイアジェンダ登録」を
呼びかけています。平成23年５月には東日本大震災後の電力供給不足から、地球温暖化防止につながる節
電アクションをまとめた「マイアジェンダ登録“節電バージョン”（私の節電チャレンジ宣言）」を設けて登
録の促進を図っています。これらは、県内の企業等にもご賛同いただき、企業ぐるみで取り組んでいただい
た例もあったことから、平成23年度末の個人登録数は、97,346件に達し、平成24年７月には10万件を超え
る登録数となりました。（団体、企業、行政等を含むマイアジェンダ登録全体では、111,737件（平成24
年７月末現在））

■ 森林の整備・保全等の推進

■ 九都県市＊による地球温暖化対策の推進

■ 「見える化」「インセンティブ化」によるライフスタイルの転換

その他の取組
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地球温暖化対策についての県の率先実行

地球温暖化対策推進条例に基づき、県の事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の抑制に関する計画とし
て、平成22年３月に「神奈川県事務事業温室効果ガス排出抑制計画」を策定しました。この計画は、「地
球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「地方公共団体実行計画（事務事業編）」としても位置づけて
います。

そして、この計画では、2020年度に2008年度比で、温室効果ガスの排出量を13%削減するという目標を
設定しています。

削減目標の達成に向けた対策については、庁舎の省エネ改修や電気自動車への転換等の全庁的な取組や知
事部局、企業庁、教育委員会、警察の各エネルギー管理を行う者の主な取組を位置づけています。

なお、今後、国の中期目標について、県の事務事業に関係する産業部門、業務部門等の部門別の削減内訳
等が示された後に、その内容を県の温室効果ガス排出量の状況に当てはめて削減目標や対策について必要な
見直しを行うこととしています。

▼表２-７-１　温室効果ガスの排出状況（2011（平成23）年度）

2008年度（基準年度）（t） 2011年度実績（t） 基準年度比増減量（t） 基準年度比増減率（%）

知事部局 205,857 202,214 △3,642 △1.77

企業庁 50,436 46,724 △3,712 △7.36

教育委員会 33,344 32,349 △995 △2.98

警察 64,408 56,802 △7,606 △11.81

合計 354,045 338,089 △15,956 △4.51

県施設からの二酸化炭素排出量を減らすため、
県では効果的な省エネルギー対策として、県施設へ
のＥＳＣＯ事業を計画的に導入してきました。平成
17年度からＥＳＣＯ事業を計画的に導入し、平成
20年度までに８施設に導入しました。このうち、
平成21年度末までに２施設において運用を終了し
ました。また、平成22年度にＥＳＣＯ事業を導入
している２病院が地方独立行政法人神奈川県立病院
機構の所管となったため、神奈川県としてＥＳＣＯ
事業を運用している施設は４施設となり、当該年度
では４施設全体で1,187t-CO2が削減され、一定の
成果を得ることができました。

ＥＳＣＯ事業導入の成果については民間オフィス
ビルなどへの普及のきっかけとなるよう、ホームペ
ージ等において広く公表していきます。

■ 県有施設における施設・整備の省エネルギー改修等

ＥＳＣＯ事業を導入した生命の星・地球博物館

ＥＳＣＯ事業
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4299/

URL
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県自らも新エネルギーの率先導入に努めています。
平成23年度は、総合防災センター、体育センター、

神奈川総合産業高校、企業庁津久井発電所、企業庁相模
原水道営業所など10施設に太陽光発電設備を設置しまし
た。

イクレイは、地域の環境を改善することにより、地球環境の保全を目指す世界の地方自治体が加盟す
る国際的なネットワークです。県は、平成５年８月にイクレイ日本事務所を介し、イクレイに加盟しまし
た。また、平成16年７月には、イクレイ日本事務所の法人化に伴い、設立時社員（正社員）となるととも
に、現在は、法人の理事及び実質的な運営を行う運営委員に就任しています。
＊イクレイ：平成15年に「国際環境自治体協議会」から改称

県は、国際環境協力の推進を図るため、国際的な環境政策研究機関である（財）地球環境戦略研究機関
（ＩＧＥＳ）を平成９年に湘南国際村に誘致し、ＩＧＥＳが実施するアジア太平洋地域の持続可能な開発
の実現を目指した調査研究や研究成果の発信活動に対する支援を行っています。

九都県市首脳会議の環境問題対策委員会では、環境分野における国際協力・途上国支援として、ＪＩ
ＣＡ横浜が企画する「青年研修事業」に参画し、９月にアフリカ諸国から研修員の受け入れを実施しまし
た。県では、９月８日に環境科学センターにて環境研究、市民活動支援、環境教育などの取組の講義及び
施設見学を実施しました。

■ 県有施設における新エネルギー導入

国際環境協力の推進【環境計画課】2

■ 「イクレイ＊ （ＩＣＬＥＩ）－持続可能性をめざす自治体協議会」への加盟・連携

■ （財）地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）への支援

■ 九都県市による国際環境協力の推進

総合防災センターに設置した太陽光発電設備
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オゾン層保護対策【大気水質課】3

酸性雨の実態把握【環境科学センター】4

フロン類の適切な回収・処理を推進するため、県では、フロン類回収業者等に対し、法律に基づく適正
な回収処理を指導しています。

この法律により、業務用冷凍空調機器からフロン類の回収を行おうとする者は、事業者の登録を受ける
とともに、フロン類の回収量等の報告を行うことなどが義務づけられています。

■ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に基づく規制・指導

▼表２-７-２　業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等（平成22年度）

▼図２-７-３　平成23年度雨水の酸性度（ｐＨ）の地域分布図

▼表２-７-３　調査地点の酸性度（pH）の経年変化

国・県の別 22 年度
回収量

21 年度末
保管量 計 22 年度

破壊量
22 年度
再利用

22 年度末
保管量 計

神奈川県 272,746 9,802 282,548 236,983 33,979 11,587 282,549
全国 3,894,726 203,499 4,098,225 2,971,753 902,599 222,353 4,096,705

※小数点第一位を四捨五入したため、数値の和は必ずしも合計欄の値には一致しません。

調査地点 22年度 23年度

川崎市川崎区 5.0 4.8

平塚市 4.9 4.9

藤沢市 5.0 4.8

小田原市 4.5 4.8

全地点平均 4.9 4.8

県では、平成23年度に川崎市、藤沢市及び小田原市
と共同で、県内主要地点で、雨水の酸性度（ｐＨ）や主
要な汚染源を究明するための成分分析等の調査を行いま
した。

平成23年度の調査において、酸性度（ｐＨ）の全地
点平均値（年平均）は、前年度と比べて低下しました。
なお、最近の10年間の状況は、４地点平均で4.6～4.9
で推移していました。

酸性度を高める要因には、硫酸イオンや硝酸イオンな
どがありますが、全地点において硫酸イオンの寄与が最
大でした。
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